
笠間市公民連携推進条例（案）

（目的）

第１条 この条例は、本市が目指す将来像の実現と未来に向けて進むまちの形成に向け、行政サー

ビスの質の向上、行政サービス領域の最適化と手法の改善及び地域、経済の持続と活性化を図る

ことを目的に推進する公民連携にかかる方針など基本的事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）民間 市内で事業活動を行う又は行おうとする国及び地方公共団体以外のものをいう。

（２）公民連携事業 第１条に規定する目的を達成するために市と民間が連携して行う活動をいう。

（３）特定公民連携事業 第７条に規定する笠間市公民連携審議会が指定する事業をいう。

（基本方針）

第３条 市長は、第１条に規定する目的の達成が見込まれる場合で、適切な役割分担の下で民間と

連携して取組むことにより、市民サービスの効果向上及び行政の効率化を可能と考えられるもの

は、可能な限り公民連携事業として実施することを目指すものとする。ただし、法令等により市

が直接実施することなどが規定されている事業及び事務は除く。

（公民連携事業の原則）

第４条 市及び民間は、次の各号に規定する原則にのっとり公民連携事業を推進する。

（１）双方が所有するアイデア、資金、技術、経営能力といった資源について適切に相互負担を行

うとともに、相互への効果をもたらす取組みとする。

（２）課題、目標、取組みなどの実行段階を通して、常に課題や目標の明確化と共有するための提

案や意見を行う対話を継続するものとする。

（３）常に公共的な視点を持ちながら、民間は主体的に多様な課題解決に資する提案及び活動を行

い、市は民間の規模や実績に関わらず課題解決に向けた効果測定等により連携の実施の是非を

含めた検討を行うものとする。

（４）相互に事業の積極的な公表を通して、事業の効果促進に努めるとともに透明性及び公平性の

確保を図るものとする。

（５）相互の組織にとらわれず事業の検討及び実施に必要な体制を構築し、複数の課題の同時解決

など効果の発現及び向上を図る取組みとする。

（ガイドラインの作成）

第５条 市長は、公民連携事業を広く効果的に推進するため、次条に規定する特定公民連携事業を

含む連携協定、財産活用などの本市の公民連携事業の種類、手続きなど事業を実施するための指

針となる笠間市公民連携ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）の作成を行うものとす

る。

２ 市長は、前項に規定するガイドラインを作成又は改定した場合は、速やかに公表を行うものと

する。

（特定公民連携事業）

第６条 市長は、公民連携事業において、次のいずれかに該当する事業は特定公民連携事業として

次条に定める笠間市公民連携審議会（以下「審議会」という。）での諮問を経て、推進する整備や



運営手法の決定を行う。ただし、公民連携事業として実施することが事業の遅延などによりサー

ビスの低下や財政負担の増加の発生が想定される場合及び向上する効果の発現が予測できない

事業は除くものとする。

（１）施設などの事業全体の工事費がおおむね１０億円を超える事業

（２）単年度の運営費等がおおむね５，０００万円を超える事業

（３）前２号の規定に関わらず著しいサービスの向上が見込まれる事業

２ 市長は、特定公民連携事業の事業着手後、年度毎に次条に規定する審議会での審議を経て評価

を行うものとする。この場合において、他の法令等の定めにより評価の実施手続きが定められて

いる場合は当該法令等の規定により評価を行うものとする。

（笠間市公民連携審議会）

第７条 前条に規定する特定公民連携事業の諮問機関として審議会を設置する。

２ 審議会は次の各号に掲げる事項について審議し、答申する。

（１）特定公民連携事業の手法を含めた指定及び評価に関すること。

（２）公民連携事業の進捗に関すること。

（３）その他、公民連携事業に関して市長が必要と認めること。

３ 審議会は、委員５名以内で組織し、学識経験者から市長が委嘱する。

４ 審議会に市長が指名する会長及び副会長を置き、会長は会務を総理し、会長に事故があるとき、

又はかけ方ときは副会長がその職務を代理する。

５ 審議会は会長が招集し、その議長となり、審議会は委員の半数以上が出席しなければ開催する

ことができない。

６ 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、同数のときは議長の決するところによる。

７ 審議会の庶務は、政策企画部において処理する。

（提案等の募集）

第８条 市長は、市の課題や目標等を示した上で、随時、民間からの提案や寄付等の必要な募集を

行うものとする。

（総合窓口の設置）

第９条 市長は、公民連携事業を推進するための政策企画部内に総合窓口を設置する。

２ 総合窓口は、民間からの相談や提案の受け付けを行うとともに、庁内の公民連携事業の情報集

約を担うものとする。

（委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


